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パート１
規制改革推進会議

規制改革推進会議の初会合(2019年10月31日、首相官邸)

河野太郎
規制改革担当大臣



内閣府の規制改革推進会議とは？

• 規制改革推進会議とは、経
済社会の構造改革を進める
上で必要な規制の在り方、
とくに情報通信技術（ICT）
の活用その他、手続の簡素
化による規制の在り方の改
革に関して調査審議する会
議

• 内閣総理大臣の諮問機関
• 成長戦略WG
• 雇用・人づくりWG
• 投資等WG
• 医療・介護WG
• 農林・水産WG
• デジタルガバメントWG

規制改革推進会議（内閣府）
議長・小林喜光

（三菱ケミカルホールディングス会長）



医療・介護ワーキンググループ

• 医療・介護ワーキン
グ・グループ委員

• 座長 大石佳能子
• （株）メデイヴァ社長

• 印南一路
• 慶應義塾大学総合政策学部教
授

• 髙橋政代
• 株式会社ビジョンケア代表取
締役社長

• 武藤正樹
• 日本医療伝道会衣笠病院グ
ループ相談役

• 安田純子
• PwCコンサルティング合同会社
シニアマネージャー

座長 大石佳能子

• 医療・介護WGの重点課題
• 医療・介護関係職のタス
クシフト

• 介護サービスの生産性向
上

• 保険外医薬品（スイッチ
ＯＴＣ等）選択肢の拡大

• オンライン診療など
• 支払基金改革



年代 内閣 名称 座長等

1983年 中曽根内閣 臨時行政改革推進審議議会規制緩和分科会 土光敏夫

1988年 竹下内閣 行政改革推進会議 大槻文平

1993年 細川内閣 （経済改革研究会） 平岩外四

1994年 細川内閣 行政改革委員会 飯田庸太郎

1995年 村山内閣 行政改革委員会規制緩和小委員会 竹中和夫

1996年 橋本内閣 規制緩和小委員会
宮内義彦

1998年 橋本内閣 行政改革推進本部・規制緩和委員会
宮内義彦

1999年 小渕内閣 行政改革推進本部・規制改革委員会
宮内義彦

2001年 第一次小泉内閣 総合規制改革会議
宮内義彦

2004年 第二次小泉内閣 規制改革・民間開放推進会議
宮内義彦

2007年 第一次安部内閣 規制改革会議
草刈隆郎

2013年 第二次安倍内閣 規制改革会議
岡素之

2016年 第二次安倍内閣 規制改革推進会議
太田弘子

2020年 第二次安倍内閣 規制改革推進会議 小林喜光



総合規制改革会議の第一次答申
（2001年小泉内閣）

•①医療情報の開示
•②ＩＴ化推進

• レセプトオンライン申請

•③保険者機能の強化
• 保険者による直接審査

•④診療報酬体系の見直し
• 包括支払い制（DRG)、中医協見直し

•⑤医療分野における経営の近代化・効率化
• 株式会社による医療経営

•⑥その他
• 一般用医薬品のコンビニ販売
• 一般用医薬品のネット通販

医療分野のIIT化と
競争原理の導入

「岩盤規制を打ち砕く」
（宮内）



保険者による直接審査を提言
総合規制改革会議（2001年小泉内閣）

• 保険者自らが行う直接審査を提言。
•健康保険法「保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に
関する費用の請求があったときは、審査の上、支払うものとする」と
保険者の直接審査を認めている。

•しかし戦後まもなく健康保険組合がスタートした1948年直後から厚
生省は支払基金という特殊法人を発足させた。

•当時の厚生省はこの法人に審査・支払の業務を一手に請け負わせると
し、1948年の保険局長通知で健康保険法における保険者による直接審
査を事実上、塩漬けにしていた。

•総合規制改革会議の2001年答申
•各保険者が被保険者のエージェント（代理人）として、保険者自らが
レセプトの審査・支払を通じて保険者機能を発揮することとして、以
下の複数の選択肢を提示し、審査・支払いにおける市場の競争性を高
めることを求めた。

•①保険者自らが審査・支払いを行う（直接審査）

•②従来の審査・支払機関へ委託する

•③第三者（民間）へ委託する



日本医師会が反対

•日本医師会が反対
•審査を受けるのは支払基金という公法人であればよいが、支
払の当事者である保険者ではいやだというのが医師会の本音
だった。

•総合規制改革会議の答申「保険者による直接
審査」は骨抜きに

•審査・支払いには医療機関との合意が必要

•このため現状では従来通りの支払基金への委託が主流で、保
険者の直接審査は大手保険組合が行う二次審査に留まり、民
間への委託は極めて例外的で少ない件数となっている。

•なお調剤レセプトの直接審査については現在22の健保組合が
実施している。



年代 内閣 名称 座長等

1983年 中曽根内閣 臨時行政改革推進審議議会規制緩和分科会 土光敏夫

1988年 竹下内閣 行政改革推進会議 大槻文平

1993年 細川内閣 （経済改革研究会） 平岩外四

1994年 細川内閣 行政改革委員会 飯田庸太郎

1995年 村山内閣 行政改革委員会規制緩和小委員会 竹中和夫

1996年 橋本内閣 規制緩和小委員会
宮内義彦

1998年 橋本内閣 行政改革推進本部・規制緩和委員会
宮内義彦

1999年 小渕内閣 行政改革推進本部・規制改革委員会
宮内義彦

2001年 第一次小泉内閣 総合規制改革会議
宮内義彦

2004年 第二次小泉内閣 規制改革・民間開放推進会議
宮内義彦

2007年 第一次安部内閣 規制改革会議
草刈隆郎

2013年 第二次安倍内閣 規制改革会議
岡素之

2016年 第二次安倍内閣 規制改革推進会議
太田弘子

2020年 第二次安倍内閣 規制改革推進会議 小林喜光





規制改革推進会議答申
2021年6月1日



2021年6月1日
答申



パート２
支払基金改革



                     

  根 民間法人（社会保険診療報 支
払基金法）

 法人（国民  保険法）

法人の性 役員は保険 、 保険 、診療
担当 、  の  構成で、保
険 か   し 中    

保険 （  村など）  同して
  し 保険   

 な    保険、   担医療 など
の審査支払

診療報 の審査支払  の か保
険 の 同  など

  本部（   ）、   道府 に
支部

 道府  とに         

職員     人（    年）     人（    年）

 セプト        （    年）       （    年）

支払金          （    年）          （    年）

   保険 資 を基に   成





健保連ヒアリング
規制改革推進会議（2017年3月）

• 2017年3月の規制改革推進会議のヒアリングで健康保
険組合連合会が以下のような支払基金の課題を提起し
た。

• ①コンピュータによる審査が必ずしも十分に行われ
ていない
• たとえばコンピュータによるチェックに関しては、9割の
請求は保険診療ルール内で行われていてコンピュータ
チェックですむという。

• 残り1割が保険診療ルールを越えていて医師の裁量が問わ
れる。

• それを現状ではコンピュータチェックで点検済のものま
で事務職員が改めて見直し点検している。

• さらに大手の健康保険組合では支払基金が審査したレセ
プトを改めて点検業者に委託して二次審査までしてコス
トをかけている。



健保連ヒアリング
規制改革推進会議（2017年3月）

• ②「47都道府県に支部によってローカルルールがあり、
必ずしも統一した審査が行われてない」

• 2015年度の都道府県支部別の現審査査定割合をみると以
下のようである。

• 査定割合トップの大阪府は4.8％であるのに対して最下位
の富山県は1.2％で、その格差は4倍に達する。

• 査定点数全体のうち再審査で認められた割合のトップは
茨城県で30.0％に対し最下位の石川県では11.7％でその差
は2.5倍だ。

• 「糖尿病の疑い病名で毎月HbA1C１の検査を行うのは過
剰ではないか？」に対して、「A県では査定率71.1％であ
るのに対してC県では9.6％と低いのはなぜか？」など、
支部間の差異を地域による患者差異だけでは説明するこ
とが出来ない「不合理な差異」問題が指摘されている
（図表３）。





健保連ヒアリング
規制改革推進会議（2017年3月）

• ③「そもそも審査基準が公開されていない」。

• この支部間差異の解決のために健康保険連合会
• 「支部機能を地域ブロック単位に集約する」

• 「支部間差異の見える化と要因分析を通じて、ローカル
ルールの統一化と最終的にはその廃止」

• 「コンピューター・チェックの精度向上」

• 「査定基準を保険者と医療機関への公開」

• 以上を健康保険組合連合会は要望している。



2017年規制改革推進会議

•2017年4月、規制改革推進会議（議長：太田弘子政策
研究大学院大学教授）

•「社会保険診療報酬支払基金の見直しに関する意見」
•支払基金が2021年度に予定しているコンピュータシステム
の刷新を「改革のラストチャンス」と位置づけ、そしてその
都道府県支部の「集約化・統合化」を進める
•規制改革会議の意見は、2021年のコンピュータシステムの
刷新に当たり、「すべての業務を見直し、業務を構成する作
業ごとにコスト、時間等の削減目標を設定し、抜本的な効率
化を目指すべき」と明記
•そして支払基金が担っている業務を機能ごとに分解し、標準
的な方式で組み合わせ、最適な全体システムを作り上げてい
く「モジュール化」の採用を強調している。
•モジュール化とはレセプトの受付、審査、支払などの業務単
位 ご と に シ ス テ ム 設 計 を 行 う 方 式 だ 。
これにより、委託元である保険者自身がその機能を自ら処

理するなど、委託範囲を適切に精査できるようになるほか、
外部事業者への委託が可能になることで、より効率の高いシ
ステムに進化させることができるとしている。



2018年規制改革推進会議答申

• 2018年6月、規制改革推進会議（太田弘子議長）第
3次答申
• 「支払基金の都道府県支部の存在が、いわゆる『レセプ
ト審査における地方ルール』などを生み、非効率を招い
ている」

• 「診療報酬の審査については、レセプトの電子化がほぼ
完了しているにもかかわらず、ICTを活用した業務の効
率化や合理化が進んでいない。

• 依然として47の全都道府県に支部等を置き、人手による
非効率な業務運営が継続しており、審査における判断基
準の明確化や統一性の確保が十分でない。

• 皆保険制度維持のためには、ICTを活用した業務の効率
化や合理化を徹底し、審査における判断基準の明確化や
統一性の確保に向けた改革を加速させる必要がある



社会保険支払報酬支払基金法
改正（2019年5月）
• 2019年5月、厚労省は健保法等改正案の一環と
して、社会保険診療報酬支払基金法の見直しを
行った
• ①現行法上の支部の都道府県必置規定を廃止し、支
部長が担っている権限を本部に集約することで、本
部によるガバナンスを強化する、

• ②支払基金職員によるレセプト事務点検業務の実施
場所を「全国10か所程度の審査事務センター」（仮
称）に順次集約していく、

• ③現在、47の都道府県支部に設置されている審査委
員会を、本部のもとに設置。ただし、「地域医療の
特性」等を踏まえ、設置場所はこれまでと同様47
都道府県とするとし、効果的かつ効率的な審査の実
現を目指すとした。





2021年6月規制改革推進会議
答申

•社会保険診療報 支払基金に関する見直し
• 審査支払新システムの稼働（2021年９月予定）に向け 
進捗状況や、国民  保険中央会等も含め 審査支払機
能の在り方に係る検討状況を中心にフォローアップを行
い、規制改革実施計画どおりの進捗を確認し 。

• 当該新システムの稼働後２年以内には「 セプトの９割
程度をコンピュータチェックで完結する」等の目標 掲
げ  ているところであり、引き続きその達成状況につ
いて注視していく必要 ある。

• あわせて、国民  保険中央会等を含め 審査支払機能
の在り方についても、2024年予定の国保総合システムの
更改に向け 工程 示  ている

• 支払基金、国保連合の審査基準の統一化、審査支払シス
テムの整合 かつ効率 な運用の実現に向けて引き続き
フォローアップを行っていく。



2020年



オンライン請求

電子媒 請求



手  

職員 

108 

60 

6300人

4000人





国保連のシステム更新









MinHashとは？





重なり具合か 集合AとBを分けるあるいは同一集 とみなすこと できる





Xgboostとは
決定境界を学習する



学習して、ようやく正しい決定境界を行え 







パート３
データヘルス
活用推進計画

2017年7月28日、データヘルス改革推進本部
塩崎 生大臣



「データヘルス時代の質の高い医療の実現
に向けた有識者検討会」塩崎大臣挨拶

• 「ICTやビッグデータを
活用すること 重要だ
 、現状では、審査支
払機関は、その保有
データを十分に活用し
ているとは言い難い」

• 「韓国の審査支払機関
であるHIRAでは、審査
支払  に止ま ず、
医療機関の評価や、投
薬・献血データをも管
理し 上で、医療の質
向上に資するサービス
を実現 せている。こ
うし  例なども参考
にして しい」

•   集 か 頭脳集 へ

2016年7月25日、



データヘルス活用推進計画
支払基金業務効率化・高度化計画

• 塩崎恭久 生 働大臣 2017年7月４日、閣議後 表
• 「データヘルス活用推進計画」は、データヘルス改革で実
現を目指すサービスのうち、支払基金等 中核 な役割を
果 すこと 期待  る「  ・医療・介護のビッグデー
タ活用に関する施策」について、その具  な活用方法、
運用・管理の在り方等を提示するものである。

• 「支払基金  効率化・高度化計画」は、審査支払機関を
「  集 」か 「自 考え、自 行動する頭脳集 」に
改革するものである。

• いず の改革も、 生 働 として、支払基金等とともに、
こ  の計画に沿って、着実に改革を進めていく。



審査支払機関のビッグデータ

•審査支払機関
• 「社会保険診療報 支払基金」（支払基金）
•「国民  保険  連合会」（国保連）

• 審査支払機関には、 セプト電子化により、
年間約20   の セプトデータ 集積してい
る。

• 特定 診等の 診情報については、年間約3
千万 の情報 審査支払機関に集まっている。

• 国保連に関して言えば、年間約1.5   の介
護 セプトを審査している



保健医療データプラットフォーム
• 国民の多くは、生産年齢期には 用 保険に加入しており、高
齢になって退職してか 、国民  保険に移る。

•   に75歳以上は、後期高齢 医療制度に加入し、要介護認定
を受け、介護保険サービスの対象となる。

• このように、医療・介護の場合、ライフサイクルの中で加入す
る保険制度 変わっていく。この結果、国民  保険には、個
人の疾病・医療に関する情報はある 、  な時期に関する情
報 ない。一方で、 用 保険には、壮年期の特定 診等の情
報 ある 、そのアウトプットに相当する医療もしくは介護に
関する情報 ない、という状況 生じている。

• こ  のすべての情報を個人 ベルで連結していくこと でき
 ば、個人の  ・医療・介護に関する生涯のヒストリーを、
こ  の統合 なデータベースを通じて分析すること 可能と
なり、医療や介護の質を更に向上 せること できるだろう。

• しかし、現状はこ  のデータ 分散保管  ていて連結  
ていない。

• こ を連結し 「保 医療データプラットフォーム」を形成す
るの 、データヘルス改革の第一歩



鈴木 裕医 技監







健康保険審査評価院（HIRA)



韓国の健康保険審査評価（HIRA)



53

  保険審査評価院（ＨＩＲＡ）
(Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｒｅｖｉｅｗ

＆ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ)の歴史
歴 史

1977年健康保険制度導入 1979年 6月保険者団体（医療保険連合会)
診療費審査機構を設置

1979年 7月審査開始、審査の電算化

2000. 7月 全国３５０の医療保険連合会の統合 審健康保険審査評価院

2004年 レセプト電算化100％達成

役 割

レセプト審査(年間１０億件)

医療の質向上、医療費適正性評価(年間１０項目以上)

診療報酬・薬価・材料代等の審査管理、支援

診療情報処理、 S/W 品質検査および指導

-保健医療情報統計のHUB、 e-HealthのCore 役割遂行

運 営

職員数 約1500名、１本部、７支院

全体事業費中 ＩＴ 部門が５０％以上
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韓国の診療費請求明細書

多重バーコード
最大4000Byte記録

Ｄａｔａ項目：
約120
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HIRAのデータベースは外部データベースと連結できる

住民登録ＤＢ
(行政自治部)

加入者ＤＢ
(健康保険公団)

医薬品ＤＢ
(食薬庁)

医師等の免許ＤＢ
(保健福祉部)

外部

明細書ＤＢ

療養機関現況ＤＢ

各種統計ＤＢ

審査関連ＤＢ
- 酬価、薬価、材料代

- 審査基準等

ＨＩＲＡ

外部DBと
連結



適正医療の評価

・上気道感染への抗菌剤の処方率

・外来における注射剤処方率

・帝王切開分娩率

・抗菌剤の適正使用





韓国版Ｐ４Ｐ
2007年か P4Pのパイロットプロジェクト

（HIRA-Value Incentive Program）を

42の急性期病院でスタート せ 



P4Pの定義とは？

• P4P（Pay for Performance)とは高質のヘルスケ
アサービスの提供に対して経済 インセンテイ
ブを、EBMに基づい 基準を測定することで与
える方法である。その目 は単に高質で効率 
な医療にボーナスを与えることにとどま ず、
高質のヘルスケアサービスへの改善プロセスを
促すことにある。（Institute of Medicine 2006
年）

• として米国・英国・カナダ・オーストラリア
で導入 進んでいる

•最近では韓国、台湾でも導入   



韓国版Ｐ４Ｐ

•急性心筋梗塞のガイドライン準 率
• 罹患率や死亡率 韓国内で増加していること、先進
各国のＰ４Ｐの指標であること

• 急性心筋梗塞診療  、PCIまでの時間、入退院時
のアスピリンやβブロッカー投与率、入院中死亡率
などのガイドライン準 率を計測

•帝王切開率
• 韓国の高い帝王切開率は、情報開示だけでは是正で
きないとの考え か 

• リスク調整後の帝王切開率



韓国P4Pの加算・減算方式

グ ード１

グ ート２
グ ード３
グ ート４

グ ート５

グ ート１

グ ート２

グ ート３

グ ード４

グ ード５

グ ード１

グ ート２

グ ード３

グ ード４

グ ード５は
－１％減算

１％加算

２００８年
減算ラインの公表

２００９年
加算実施

２０１０年
加算、減算実施



韓国版Ｐ４Ｐ
急性心筋梗塞P4Pスコアの改善

グ ード１
グ ート２
グ ード３
グ ード４

グ ード１
グ ート２
グ ード３
グ ード４

グレード５

グレード５

平均１．５５ポイント改善

５９．０８

６４．７１

減算
ライン

１０１．８８ １００．７４

５．６３ポイント上昇

２００７年後半 ２００８年



HIRAは最初は日本に学んだ
• HIRAは最初は日本か 診療報 制度を学んだ

• 韓国の診療報 制度は、その保険 の徴収・支払いシステ
ムや全国一律の点 表などの多くを日本か 学んだ

• しかし、 セプト電子化は日本よりも10年以上も前、2004
年に電子化100％を達成し 。

• この電子化を推進し HIRA の職員 言ってい  、彼 
はま に日本でコンピュータ技術を学び、学んだとおりの
手法で帰国後、 セプトの電子化を推進し と言ってい 

• 電子化に当 っては、そ までの複雑な点 表をコン
ピュータ処理に適し ように簡素化して、分かりやすい
コード 定を行い、二次利活用 可能なデータベース構造
にし 

• こうし 電子化や診療報 点 表の簡素化等により審査支
払  の改善 飛躍 に図  、そ まで約一ヶ月かかっ
 診療 の支払い期間を、2週間に短縮化すること でき
 。

• そして審査手  も セプト一 当 り20  と 安に
なっ 。このようにHIRAは審査支払  の改善と医療の質
向上を、保険 統合と セプト電子化で一挙に成し遂げ 。



まとめと提言

・支払い基金の新システム 2021年9月か 稼働

・ セプト審査のAI化 始まる

・保 医療データプラットフォームは道半ば

・2024年国保連のシステム更新に期待しよう

・韓国のHIRAに学ぼう



新型コロナで医療が変わる

• 新型コロナと病院経営危機

• オンライン診療

• デジタルヘルス

• 424病院再編統合リスト

• 働き方改革

• 認知症施策

• 医療と介護の連携とICT

• 医療の国際化

日本医学出版より
2020年8月発刊！



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資 は武藤正樹のウェブサイトに 開し
ております。 覧くだ い。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp

